
 

1 
 

  

平成 26年４月 16日 

各 位 

会 社 名 ラ イ オ ン 株 式 会 社 

代表者名 取締役社長    濱  逸 夫 

（コード番号：４９１２ 東証第一部） 

問合せ先 ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ部長  藤井 貴将

（TEL  ０３－３６２１－６６６１） 

 

 

第三者割当による転換社債型新株予約権付社債の発行に関するお知らせ 

 

 

当社は、平成 26 年４月 16 日開催の取締役会（以下「本取締役会」といいます。）において、以下の通り、第

三者割当により発行されるライオン株式会社現金決済条項及び転換制限条項付第１回無担保転換社債型新株予約

権付社債（転換社債型新株予約権付社債間限定同順位特約付）（以下「本新株予約権付社債」といい、そのうち

社債のみを「本社債」、新株予約権のみを「本新株予約権」といいます。）（総額 150 億円）の発行を決議致しま

したので、お知らせ致します。 

 

 

１．募集の概要 

（１） 払 込 期 日 平成 26年５月２日 

（２） 新株予約権の総数 150個 

（３） 
社債及び新株予約権の 

発 行 価 額 

本新株予約権付社債：額面 100,000,000円につき 100,000,000円 

本新株予約権：本新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しません。 

（４） 
当 該 発 行 に よ る 

潜 在 株 式 数 

転換価額が未定のため、算出しておりません。決定次第お知らせ致しま

す。 

（５） 資 金 調 達 の 額 15,000,000,000円 

（６） 転 換 価 額 

転換価額は、当初、当社の経理部担当役員である常務取締役が、本取締役

会の授権に基づき、本取締役会開催日又はその翌日（いずれも日本時間）

に、平成 26年４月 16日の株式会社東京証券取引所（以下「東京証券取引

所」といいます。）における当社普通株式の普通取引の終値の 110％以上

で、市場動向等を勘案して決定致します。 

（７） 割 当 予 定 先 
第三者割当により全額をドイツ証券株式会社（以下「ドイツ証券」といい

ます。）に割り当てます。 

（８） 利率及び償還期日 
利率：0.00％ 

償還期日：平成 31年５月２日 

（９） 償 還 価 額 額面 100,000,000円につき 100,000,000円 

（10） そ の 他 

 転換制限条項（注記１）及び現金決済条項（注記２）が付されてお

ります。 

 割当予定先が第三者割当により本新株予約権付社債の発行を受けた

後、本新株予約権付社債については、その買取権（以下「コールオ

プション」といいます。）が海外機関投資家に売却される旨を割当予

定先から聞いております。 

 

注記１【転換制限条項について】 

株価が転換価額の一定水準を一定期間上回らない限り、投資家が新株予約権を行使できない条項をいいます。
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本新株予約権付社債においては原則として、各四半期（１暦年を３ヶ月に区切った各期間をいいます。以下本段

落において同じとします。）の最終 30 連続取引日のうち、いずれかの 20 取引日において、当社普通株式の終値

が当該四半期の最終取引日の転換価額の 120％を超えた場合に限って、投資家は翌四半期において新株予約権を

行使することができます。ただし、平成 31年２月２日以降は、いつでも新株予約権の行使が可能となります。 

なお、下記の現金決済条項にかかる当社による取得通知の翌日から取得期日までの間は、本新株予約権を行

使することはできません。 

 

 

注記２【現金決済条項について】 

本新株予約権付社債には、会社法に基づき、当社が下記の財産の交付と引き換えに本新株予約権付社債を取

得する権利が付与されます。具体的には、取得通知の日の直前の取引日における当社普通株式の終値が当該日に

おいて適用のある転換価額を上回る場合等に、当社は、自己の裁量により、平成 31 年１月４日以降、一定期間

の事前通知を行ったうえで、各本新株予約権付社債につき(i)額面金額の 100％に相当する金銭及び(ii)転換価

値（以下に定義します。）から本社債の額面金額相当額を差し引いた額（正の数値である場合に限ります。）を１

株当たり平均 VWAP（以下に定義します。）で除して得られる数の当社普通株式を交付財産として、残存する本新

株予約権付社債の全部を取得することができます。 

 

・転換価値(※１)：（額面金額÷最終日転換価額）×１株当たり平均 VWAP 

・最終日転換価額：１株当たり平均 VWAPの計算期間の最終日の転換価額 

・１株当たり平均 VWAP(※２)：当社が取得通知をした日の翌日から５取引日目の日に始まる 20 連続取引日に含

まれる各取引日において株式会社東京証券取引所が発表する当社普通株式の売買高加重平均価格の平均値 

 

下記は、現金決済条項の概念図です。 

 

 

 

 

交付財産 = (ⅰ) + (ⅱ)

(ⅰ)交付現金

額面金額（100％）

(ⅱ)交付株式

（転換価値※１－額面金額）÷１株当たり平均VWAP※２

金額

社債額面金額

転換価額 平均VWAP

転換価値

(ⅰ)交付現金

(ⅱ)交付株式

株価
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下記は、転換制限条項と現金決済条項を組み合わせた概念図です。 

 

 

 
 

※株価変動はイメージであり、当社の株価の動きを予測又は保証するものではありません。 

 

２．本新株予約権付社債の発行の目的及び理由 

（１）資金調達の主な目的、背景 

当社を取り巻く事業環境は、個人消費が持ち直すなど回復基調にあるものの、依然として店頭での販売競争

は厳しい状況にあります。 

かかる環境下において、当社グループは、新経営ビジョン「Vision2020」に掲げる「くらしとこころの価値

創造企業」を目指し、中期経営計画「V－１計画（Vision2020 Part-1）」を 2012年よりスタートさせ、４つの基

本戦略である「国内事業の質的成長」、「海外事業の量的成長」、「新しいビジネス価値の開発」、「組織学習能力の

向上」にもとづく施策を強力に推進することで確実な収益性の向上を目指すとともに、社会的な課題の解消や新

しい価値の創出を通じて企業価値を向上させることを目指しております。 

具体的には、国内において、主力分野である歯磨、歯刷子、解熱鎮痛剤、洗濯用洗剤等の新製品をはじめと

する高付加価値製品の育成に取り組むとともに、販売促進費の効率化等を進め、収益性の改善を図っております。

また、海外では、オーラルケア製品と洗濯用洗剤を中心にブランド育成を行うとともに、積極的な設備投資を継

続しております。 

今般、既存の長期借入金の返済に伴い、ゼロ金利での資金調達が可能な本新株予約権付社債の発行を決議致

しました。 

 

（２）本新株予約権付社債を選択した理由及び本新株予約権付社債の特徴 

 本新株予約権付社債の発行に際しては、複数の金融機関からの提案を吟味した上で、調達手法と発行形態に関

して平成 25 年７月頃から慎重に検討を重ねて参りました。その結果、本新株予約権付社債の第三者割当を通じ

た発行が、以下の理由から、現時点における最良の選択肢であると判断致しました。 

① 本新株予約権付社債の発行以外に、借入金の返済を達成し得る調達手段を複数検討致しましたが、以下の理

由から、選択肢から除外致しました。 

(ア) 公募増資、第三者割当増資等による普通株式の発行は、株式価値の希薄化を一時に引き起こし、既存

株主の利益を大きく損なう恐れがあることや、配当コスト、当社の株主資本の現時点での十分性等に

鑑み、選択肢として適切ではないと判断致しました。 

(イ) 普通社債の発行は、金利負担が発生し、本新株予約権付社債の発行と比べて金利コストが高いと判断

転換制限条項 による転換制限領域

転換可能領域

株価

転換可能価額

120％転換
制限条項

転換プレミアム

転換価額

条件決定時
株価

償還期日
4ヶ月前

償還期日
3ヶ月前

‖
転換制限解除

満期
2019年
5月2日

取得可能期間

期間

株価推移（イメージ）



 

4 
 

  

致しました。 

(ウ) 金融機関からの借入は、金利負担が発生し、本新株予約権付社債の発行と比べて金利コストが高いと

判断致しました。 

② 一方で、本新株予約権付社債の発行は、①に記載した他の調達手段との比較において、以下のメリットがあ

ると判断し、調達手段として採用致しました。 

(ア) 本新株予約権付社債はゼロ・クーポンで発行されるため、金利コストの最小化を図った調達が可能と

なります。 

(イ) 本新株予約権付社債は、直近の当社の株価を上回る水準に転換価額が設定され、発行後の一株当たり

利益の希薄化を抑制する効果が期待できます。 

(ウ) 本新株予約権付社債には転換制限条項や現金決済条項が付帯されていることから、満期直前に転換権

の行使を判断する投資家が多い新株予約権付社債の特性に鑑みれば、転換を最小限に抑制し、既存株

主の皆様の利益保護に配慮した証券設計となっております。 

(エ) 東京証券取引所での当社株式の取引終了後、翌日の取引開始前にマーケティングと条件決定を完了す

ることで、マーケティング期間中の株価インパクトを回避し、結果として、潜在株式数の変動リスク

を回避することが可能となります。また、マーケティング期間中の株価インパクトによる既存株主持

分の価値棄損を回避することも可能となります。 

③ その上で、新株予約権付社債を他の発行形態により発行する場合との比較において以下のメリットがあると

判断し、発行形態として第三者割当を採用致しました。 

(ア) 国内市場での新株予約権付社債の公募発行は、マーケティング期間の長さ等から条件決定までに相当

程度の株価インパクトが想定され、選択肢から除外致しました。 

(イ) ユーロ市場での新株予約権付社債の発行は、現在の市場環境下では十分な需要が見込めるものの、英

文目論見書の作成が必要となり、準備作業と費用の面で発行の機動性と効率性を損なうことから、第

三者割当との比較において、選択肢から除外致しました。 

(ウ) 第三者割当を通じた新株予約権付社債の発行は、その後の割当予定先から海外機関投資家への実質的

な売却と併せて、現在の市場環境下では十分な需要が見込め、また、準備作業と費用の面で発行の機

動性と効率性が最も高いことから、調達形態として最適であると判断致しました。 

 

３．調達する資金の額、使途及び支出予定時期 

（１）調達する資金の額 

① 払 込 金 額 の 総 額 15,000,000,000円 

② 発 行 諸 費 用 の 概 算 額 17,500,000円 

③ 差 引 手 取 概 算 額 14,982,500,000円 

(注) １. 発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。 

 ２. 発行諸費用の概算額の内訳は、弁護士費用、登記費用、財務代理人費用、第三者評価機関による証券

価値算定費用、印刷会社費用等であります。 

 

（２）調達する資金の具体的な使途 

本新株予約権付社債の発行に係る調達資金の全額を 2014 年７月に返済期日が到来する長期借入金 212 億円の

返済資金の一部に充当する予定です。なお、長期借入金は主に解熱鎮痛薬「バファリン」ブランドなどの商標権

の取得にかかる資金調達であります。 

上記の差引手取概算額の支出時期までの資金管理については、当社の銀行預金等での安定的な金融資産で運用

する予定です。 

 

４．資金使途の合理性に関する考え方 

本新株予約権付社債の発行に係る調達資金に基づく長期借入金の返済は、金利支払いが軽減されることを通じ

て当社の収益性の向上に資するものであり、合理的な使途であると判断しております。 
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５．発行条件等の合理性 

（１）払込金額の算定根拠及びその具体的内容 

当社は、本新株予約権付社債の発行価額の算定に際しては、公正性を期すため、独立した第三者機関であるト

ラスティーズ・アドバイザリー株式会社（東京都千代田区永田町二丁目 11 番１号山王パークタワー25 階、代表

者寺田芳彦）（以下「第三者算定機関」といいます。）より価値算定書を取得しております。第三者算定機関は一

定の前提（本新株予約権付社債に付された現金決済条項及び転換制限条項等の諸条件、当社株式の株価変動性

（ボラティリティ）及び本社債の価値を算定する上で使用した割引率、配当等）の下、一般的な株式オプション

価値算定モデルである二項モデルを用いて本新株予約権付社債の公正価値を算定しております。第三者算定機関

による価値算定書における算定結果を考慮し、また当社の置かれた事業環境及び財務状況を総合的に勘案の上、

本新株予約権付社債の発行条件及び払込金額を決定しており、当社としては、公正な水準であると判断しており

ます。 

また、当社監査役は、本新株予約権付社債の価値及び価値に影響を与える様々な諸条件を考慮し、外部専門家

たる第三者算定機関より取得している価値算定書を確認した上で、本新株予約権付社債の発行によって当社が得

ることのできる経済的利益が本新株予約権付社債の公正価値と概ね見合っていることから、発行条件は割当予定

先に特に有利ではなく適法である旨の意見を全員一致で表明しております。 

 

（２）発行数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠 

本新株予約権付社債の発行により発生する潜在株式数は、平成 26年４月 15日現在の東京証券取引所における

当社普通株式の普通取引の終値の 110％を当初転換価額として計算した場合、平成 25 年 12 月 31 日現在の当社

の普通株式の発行済株式総数 299,115,346株の 7.81％（総議決権数 265,781個の 8.79％(※)）となります。 

しかしながら、本新株予約権付社債に付帯される転換制限条項により、転換の可能性が抑制されているほか、

転換が発生する場合においても、満期直前に転換権の行使を判断する投資家が多い新株予約権付社債の特性に鑑

みれば、現金決済条項により当社普通株式への転換割合を最小限に抑制することが可能であると判断しておりま

す。また同時に、現在実現に向けて取り組んでおります 2020年度までの新経営ビジョン「Vision2020」（詳細に

ついては、平成 23 年 10 月 28 日公表のプレスリリース「新経営ビジョン『Vision2020』および中期経営計画

『V-1 計画』策定のお知らせ」をご参照ください。）に設定された諸施策を着実に履行していくことで、企業価

値向上を実現していく所存です。従いまして、本新株予約権付社債に付されております条項の効果と、将来的に

増加することが期待される収益力から、希薄化の規模は合理的であると判断しております。 

※ 総議決権数は平成25年12月31日現在の株主名簿を基準としております。 

 

６．割当予定先の選定理由等 

（１）割当予定先の概要 

（１） 名 称 ドイツ証券株式会社(注)１. 

（２） 所 在 地 東京都千代田区永田町二丁目 11番１号 山王パークタワー 

（３） 代表者の役職・氏名 
代表取締役社長 

桑原 良 

（４） 事 業 内 容 金融商品取引業 

（５） 資 本 金 727億 2,800万円（2013年３月末） 

（６） 設 立 年 月 日 2005年７月 21日 

（７） 発 行 済 株 式 数 1,454,560株（2013年３月末） 

（８） 決 算 期 ３月 31日 

（９） 従 業 員 数 630名（フルタイム換算、2013年３月末現在） 
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（10） 主 要 取 引 先 投資家及び発行体 

（11） 主 要 取 引 銀 行 - 

（12） 大株主及び持株比率 ドイチェ・セキュリティーズ・リミテッド（香港）       100％ 

（13） 当 事 会 社 間 の 関 係  

 

 

 

資 本 関 係 当社と当該会社との間には、記載すべき資本関係はありません。 

また、当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び関係会社との間

には、特筆すべき資本関係はありません。 

 

 

 

人 的 関 係 当社と当該会社との間には、記載すべき人的関係はありません。 

また、当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び関係会社との間

には、特筆すべき人的関係はありません。 

 

 

 

取 引 関 係 当社と当該会社との間には、記載すべき取引関係はありません。 

また、当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び関係会社との間

には、特筆すべき取引関係はありません。 

 

 

関 連 当 事 者 へ の 

該 当 状 況 

当該会社は、当社の関連当事者には該当しません。また、当該会社の関係

者及び関係会社は、当社の関連当事者には該当しません。 

（14） 最近３年間の経営成績及び財政状態 （単位：百万円） 

決算期 2011年３月期 2012年３月期 2013年３月期 

 純 資 産 53,666 58,302 66,523 

 総 資 産 4,400,991 4,320,190 4,674,883 

 営 業 収 益 73,867 81,149 77,903 

 経 常 利 益 ▲7,237 10,072 9,362 

 当 期 純 利 益 ▲50,320 4,628 6,430 

(注)１. ドイツ証券は東京証券取引所の取引参加者です。 

 

（２）割当予定先を選定した理由 

当社は、平成 25 年７月頃から国内外の金融機関から資金調達に関する様々な提案を受け、比較検討を重ねて

参りました。 

その結果、複数の提案書や面談を通じてなされたドイツ銀行グループの日本法人であるドイツ証券の提案が、

資金調達の機動性と効率性が最も高く、且つ既存株主の利益に最も配慮したものであり、当社のニーズに最も合

致していると判断致しました。また、ドイツ銀行グループは、本新株予約権付社債に類似する転換証券の引受

け・販売において世界有数の実績を有しているため、調達を確実に実現する観点から、割当予定先としてドイツ

銀行グループの日本法人であるドイツ証券が最適であるとの結論に至りました。 

ドイツ銀行グループは、下記「(４)割当予定先の払込みに要する財産の存在について確認した内容」及び

「(５)割当予定先の実態」に示すように、今回の資金調達の実施にあたり十分な信用力を有するものと認識して

おります。 

なお、本新株予約権付社債の募集に関連して、当社は、割当予定先であるドイツ証券との間で、払込期日以降、

本新株予約権付社債の払込期日から起算して 180日目の日までの間、同社の事前の書面による承諾なしには、当

社普通株式の発行、当社普通株式に転換若しくは交換され得る有価証券の発行又は普通株式を取得若しくは受領

する権利を表章する有価証券の発行等（但し、本新株予約権付社債の発行及び本新株予約権の行使による当社普

通株式の交付等を除きます。）を行わない旨を払込期日付で合意致します。 

 

（３）割当予定先の保有方針 

 当社は、本新株予約権付社債の割当予定先であるドイツ証券との間で、本新株予約権付社債について継続保有

の取り決めはしておりません。 

当社は、本新株予約権付社債を、第三者割当によりドイツ証券へ割り当てますが、ドイツ証券は、本新株予約

権付社債の発行後、主に本新株予約権付社債を信託口座（委託者及び受益者をドイツ証券とし、受託者をドイツ
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証券と同じドイツ銀行グループに属するドイチェ信託株式会社とする信託、以下「本件信託」といいます。）に

対し額面で譲渡する方針です（本新株予約権付社債の譲渡代金は、本件信託が複数の国内金融機関から本新株予

約権付社債の額面金額と同額の融資を受けることによって調達する予定と理解しております。）。 

また、本新株予約権付社債のコールオプションが、ドイツ証券のグループ会社であるドイツ銀行ロンドン支店

を通じて海外機関投資家に売却される予定と聞いております。海外機関投資家が当該コールオプションを行使し

た場合には、海外機関投資家が本件信託から本新株予約権付社債を取得した上で、本新株予約権を行使すること

になります。 

※ 上記に記載される、ドイツ証券による本新株予約権付社債の本件信託への譲渡は、その対象となる本新株

予約権付社債に係る議決権の数の合計が当社の総株主等の議決権の数の５％以上となる場合には、金融商

品取引法第 167 条第１項及び同法施行令第 31 条に規定する公開買付けに準ずる行為として政令で定める

「買集め行為」に該当する可能性がありますので、本件信託の受託者であるドイチェ信託株式会社からの

要請に基づき、金融商品取引法施行令第 30条第１項第４号に基づいて平成 26年４月 16日に公表しており

ます「ドイチェ信託株式会社によるライオン株式会社（証券コード 4912）新株予約権付社債の買付けの決

定に関するお知らせ」も併せてご覧ください。  

 

（４）割当予定先の払込みに要する財産の存在について確認した内容 

割当予定先からは、本新株予約権付社債の払込金額（発行価額）の総額の払込みに要する資金は確保されて

いる旨の報告を受けており、割当予定先の直近の財務諸表等から、現預金残高は 332,288 百万円、純資産額は

66,523 百万円（平成 25 年３月 31 日現在）と確認しているほか、当該資金の払込みについては、当社とドイツ

証券との間で締結予定の第三者割当契約においてドイツ証券の義務として確約されることから、当社としてかか

る払込みに支障はないと判断しております。 

 

（５）割当予定先の実態 

割当予定先であるドイツ証券の 100％親会社（割当予定先株式の間接保有）であるドイツ銀行は、その株式を

ドイツ連邦共和国内の各証券取引所及び米国ニューヨーク証券取引所に上場しており、ドイツ連邦共和国の行政

機関であるドイツ連邦金融監督庁（Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)）の監督及び

規制を受けております。 

また、ドイツ証券は、金融商品取引業者として、金融商品取引法に基づき平成 19 年９月 30 日に登録を受け

（関東財務局長(金商)第 117 号）、金融庁の規制及び監督を受けており、また東京証券取引所の取引参加者でも

あります。割当予定先は、「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」（金融庁）及び日本証券業協会自主規

制規則の趣旨を踏まえて、「反社会的勢力への対応に係る基本方針」を制定し、ホームページ上において公表し

ています。上記の内容及び割当予定先の親会社及び子会社を含む割当予定先における反社会的勢力との関係遮断

に対する取り組みについて、当社は割当予定先の担当者との面談において説明を受けるとともに、ドイツ証券の

ホームページ等により、割当予定先及び割当予定先の役員が反社会的勢力ではなく、反社会的勢力とは一切関係

ないことを確認しております。 

 

（６）株券貸借に関する契約 

当社の役員、主要株主等会社関係者は、本新株予約権付社債の割当予定先であるドイツ証券との間において、

本新株予約権の行使により取得する当社株式に係る株券貸借契約を締結する予定はありません。 

 

７．募集前後の大株主及び持株比率 

普通株式 

募集前（平成 25年 12月 31日現在） 

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 7.62% 

みずほ信託銀行株式会社 退職給付信託 みずほ銀行口  

再信託受託者 資産管理サービス信託銀行株式会社 

5.44% 
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株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 3.38% 

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 2.19% 

東京海上日動火災保険株式会社 2.15% 

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 

（常任代理人 日本マスタートラスト信託銀行株式会社） 

2.09% 

明治安田生命保険相互会社 

（常任代理人 資産管理サービス信託銀行株式会社） 

1.66% 

ライオン従業員持株会 1.43% 

豊田通商株式会社 1.17% 

三菱商事株式会社 1.07% 

(注)１.今回の募集分については長期保有を約していないため、今回の募集に係る潜在株式数を反映した「募集

後の大株主及び持株比率」を表示しておりません。 

  ２.自己株式 30,882,704株は上記株主から除外しております。  

 

８．今後の見通し 

現在のところ、本新株予約権付社債の発行による平成 26年 12月期の業績予想の修正はありません。 

 

９．企業行動規範上の手続きに関する事項 

本新株予約権付社債の第三者割当は、① 発行済株式に係る議決権の総数に対する比率が 25％未満であること、

② 支配株主の異動を伴うものではないこと（本新株予約権すべてが権利行使された場合であっても、支配株主

の異動が見込まれるものではないこと）から、東京証券取引所の定める上場規程第 432条に定める独立第三者か

らの意見入手及び株主の意思確認手続きは要しません。 

 

10．最近３年間の業績及びエクイティ・ファイナンスの状況 

 

（１）最近３年間の業績（連結） 

 平成 23年 12月期 平成 24年 12月期 平成 25年 12月期 

連 結 経 常 収 益 327,500百万円 335,171百万円 352,005百万円 

連 結 経 常 利 益 12,183百万円 8,564百万円 12,300百万円 

連 結 当 期 純 利 益 4,077百万円 4,235百万円 6,097百万円 

１株当たり連結当期純利益 15.18円 15.77円 22.72円 

１ 株 当 た り 配 当 金 11.00円 10.00円 10.00円 

１ 株 当 た り 連 結 純 資 産 380.11円 407.08円 441.59円 

 

（２）現時点における発行済株式数及び潜在株式数の状況（平成 25年 12月 31日現在） 

 株 式 数 発行済株式数に対する比率 

発 行 済 株 式 数 299,115,346株 100.00％ 

現時点の転換価額（行使価額）に

お け る 潜 在 株 式 数 
460,483株 0.15％ 

下限値の転換価額（行使価額）に

お け る 潜 在 株 式 数 
―株 ―％ 

上限値の転換価額（行使価額）に

お け る 潜 在 株 式 数 
―株 ―％ 
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（３）最近の株価の状況 

① 最近３年間の状況 

 平成 23年 12月期 平成 24年 12月期 平成 25年 12月期 

始  値 444円 458円 445円 

高  値 475円 483円 640円 

安  値 350円 405円 428円 

終  値 455円 439円 587円 

 

② 最近６か月間の状況 

 
平成 25年 

10月 

 

11月 

 

12月 

平成 26年 

１月 

 

２月 

 

３月 

始  値 595円 589円 595円 586円 530円 559円 

高  値 598円 600円 599円 589円 567円 611円 

安  値 564円 572円 583円 531円 506円 542円 

終  値 589円 593円 587円 537円 564円 611円 

 

③ 発行決議日前営業日における株価 

 平成 26年４月 15日 

始  値 581円 

高  値 584円 

安  値 573円 

終  値 583円 

 

（４）最近３年間のエクイティ・ファイナンスの状況 

該当事項なし 

 

以 上 
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（別添） 

ライオン株式会社 

現金決済条項及び転換制限条項付第1回無担保転換社債型新株予約権付社債 

（転換社債型新株予約権付社債間限定同順位特約付） 

発行要項 

 

１．社債の名称 

ライオン株式会社現金決済条項及び転換制限条項付第1回無担保転換社債型新株予約権付社債（転換社債型

新株予約権付社債間限定同順位特約付）（以下「本新株予約権付社債」といい、そのうち社債のみを「本社

債」、新株予約権のみを「本新株予約権」という。） 

２．社債の総額 

金150億円 

３．各社債の金額 

金1億円 

４．社債、株式等の振替に関する法律の適用 

  本新株予約権付社債は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社債等振替法」という。）の規定の適用

を受け、振替機関（第23項に定める。以下同じ。）の振替業に係る業務規程その他の規則に従って取り扱わ

れるものとする。社債等振替法に従い本新株予約権付社債の社債権者（以下「本社債権者」という。）が新

株予約権付社債券の発行を請求することができる場合を除き、本新株予約権付社債に係る新株予約権付社債

券は発行されない。社債等振替法に従い本新株予約権付社債に係る新株予約権付社債券が発行される場合、

かかる新株予約権付社債券は無記名式とし、本社債権者は、かかる新株予約権付社債券を記名式とすること

を請求することはできない。 

５．社債の利率 

本社債には利息を付さない。 

６．社債の払込金額 

各社債の金額100円につき金100円 

７．社債の発行価格 

各社債の金額100円につき金100円 

８．社債の償還金額 

各社債の金額100円につき金100円 

但し、繰上償還の場合は第12項第(3)号乃至第(6)号に定める金額とする。 

９．新株予約権又は社債の譲渡 

本新株予約権付社債は、会社法第254条第2項本文及び第3項本文の定めにより本新株予約権又は本社債の一

方のみを譲渡することはできない。 

10．担保・保証の有無 

本新株予約権付社債には担保及び保証は付されておらず、また本新株予約権付社債のために特に留保されて

いる資産はない。 

11．社債管理者の不設置 

本新株予約権付社債は会社法第702条但書の要件を満たすものであり、社債管理者は設置されない。 

12．社債の償還の方法及び期限 

(1) 本社債は、平成31年5月2日にその総額を償還する。但し、繰上償還に関しては本項第(3)号乃至第(6)号

に定めるところによる。 

(2) 本社債を償還すべき日（本項第(3)号乃至第(6)号の規定により本社債を繰上償還する日を含み、以下

「償還日」という。）が東京における銀行休業日にあたるときは、その支払いは前銀行営業日に繰り上

げる。 

(3) クリーンアップ条項による繰上償還 

①  本号の繰上償還の公告を行う前のいずれかの時点において、残存する本社債の金額の合計額が発行時

の本社債の金額の合計額の10％を下回った場合、当社は、必要事項を公告した上で、当該公告におい



 

11 
 

  

て指定した償還日（かかる償還日は、当該公告の日から30日目以降60日目までのいずれかの日で、か

つ銀行営業日とする。）に、残存する本社債の全部（一部は不可）を、各本社債の金額100円につき

金100円で繰上償還することができる。 

②  当社は、本号に定める公告を行った後は、当該公告に係る繰上償還を取消すことはできない。 

(4) 組織再編行為による繰上償還 

①  組織再編行為（本号⑤に定義する。）が当社の株主総会で承認された場合（株主総会の承認が不要な

場合は取締役会で承認した場合又は会社法に従いその他当社の機関が決定した場合）において、当社

が、(ｲ)第13項第(22)号に従って承継新株予約権（同号に定義する。）を交付することができない場

合、又は(ﾛ)組織再編行為の承認又は決定の日（以下「承認日」という。）までに、財務代理人に対

し、承継会社等（本号⑥に定義する。以下同じ。）が理由の如何を問わず当該組織再編行為の効力発

生日において日本の金融商品取引所における上場会社であることを、当社としては予定していない旨

を記載し、当社の代表者が署名した証明書を交付した場合には、当社は、償還日（当該組織再編行為

の効力発生日又はそれ以前の日で、かつ銀行営業日とする。）の30日前までに償還日、償還金額その

他の必要な事項を公告した上で、残存する本社債の全部（一部は不可）を、本号②乃至④に従って決

定される償還金額（以下「組織再編行為償還金額」という。）で繰上償還する。 

②  組織再編行為償還金額は、参照パリティ（本号③に定義する。）及び償還日に応じて下記の表（本社

債についての各社債の金額に対する割合（百分率）として表示する。）に従って決定される。 

 

組織再編行為償還金額比率（％） 

償還日 
参照パリティ 

80 90 100 110 120 130 140 150 

平成26年5月2日 101.09 104.95 109.99 116.18 123.43 131.62 140.56 150.00 

平成27年5月2日 100.88 104.51 109.42 115.58 122.92 131.25 140.34 150.00 

平成28年5月2日 100.57 103.90 108.65 114.81 122.29 130.84 140.13 150.00 

平成29年5月2日 100.17 103.06 107.56 113.74 121.46 130.34 139.91 150.00 

平成30年5月2日 99.74 101.82 105.87 112.14 120.40 129.89 139.79 150.00 

平成31年4月25日 100.00 100.00 100.00 110.00 120.00 130.00 140.00 150.00 

（注）上記表中の数値は、平成26年4月15日現在における見込みの数値であり、転換価額の決定時点における金

利、当社普通株式の株価、ボラティリティ及びその他の市場動向を勘案した当該償還時点における本新株

予約権付社債の価値を反映する金額となるように決定される。かかる方式の詳細は、当社の経理部担当役

員である常務取締役が、当社取締役会の授権に基づき、転換価額の決定と同時に決定する。 

 

③  「参照パリティ」は、(ｲ)当該組織再編行為に関して当社普通株式の株主に支払われる対価が金銭の

みである場合には、当社普通株式1株につき支払われる当該金銭の額を当該組織再編行為の承認日時

点で有効な転換価額で除して得られた値（小数第5位まで算出し、小数第5位を四捨五入し、これを百

分率で表示する。）とし、(ﾛ)上記(ｲ)以外の場合には、会社法に基づき当社の取締役会その他当社の

機関において当該組織再編行為の条件（当該組織再編行為に関して支払われ又は交付される対価を含

む。）が承認又は決定された日（かかる承認又は決定の日よりも後に当該組織再編行為の条件が公表

される場合にはかかる公表の日）の直後の取引日に始まる5連続取引日の株式会社東京証券取引所に

おける当社普通株式の普通取引の終値の平均値（円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五

入する。）を、当該5連続取引日の最終日時点で有効な転換価額で除して得られた値（小数第5位まで

算出し、小数第5位を四捨五入し、これを百分率で表示する。）とする。当該5連続取引日において第

13項第(10)号、第(11)号又は第(15)号に定める転換価額の調整事由が生じた場合には、当該5連続取

引日の当社普通株式の普通取引の終値の平均値は、合理的に調整されるものとする。但し、償還日が

平成31年4月26日（同日を含む。）から平成31年5月2日（同日を含む。）までの期間の場合は、償還

金額は各社債の金額の100％とする。本③、本項第(5)号②及び本項第(6)号②において「取引日」と

は、株式会社東京証券取引所が営業している日をいい、当社普通株式の普通取引の終値が発表されな
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い日を含まない。 

④  参照パリティ又は償還日が本号②の表に記載されていない場合には、組織再編行為償還金額は、以下

の方法により算出される。 

(ｲ)参照パリティが本号②の表の第1行目に記載された2つの値の間の値である場合、又は償還日が本号

②の表の第1列目に記載された2つの日付の間の日である場合には、組織再編行為償還金額は、か

かる2つの値又はかかる2つの日付に対応する本号②の表中の数値に基づきその双方につきかかる2

つの値又はかかる2つの日付の間を直線で補間して算出した数値により算出した数値（小数第5位

まで算出し、小数第5位を四捨五入し、これを百分率で表示する。）とする。但し、日付に係る補

間については、1年を365日とする。 

(ﾛ)参照パリティが本号②の表の第1行目の右端の値より高い場合には、参照パリティはかかる右端の

値と同一とみなす。 

(ﾊ)参照パリティが本号②の表の第1行目の左端の値より低い場合には、参照パリティはかかる左端の

値と同一とみなす。 

但し、組織再編行為償還金額は、各社債の金額の150％を上限とし、本号②の表及び上記(ｲ)乃至(ﾊ)の

方法に従って算出された値が150％を超える場合には、組織再編行為償還金額は各社債の金額の150％

とする。また、組織再編行為償還金額は、各社債の金額の100％を下限とし、本号②の表及び上記(ｲ)

乃至(ﾊ)の方法に従って算出された値が100％未満となる場合には、組織再編行為償還金額は各社債の

金額の100％とする。 

⑤  「組織再編行為」とは、(ｲ)当社が消滅する会社となる合併、(ﾛ)吸収分割又は新設分割（承継会社等

が、本社債に基づく当社の義務を引き受ける場合に限る。）、(ﾊ)当社が他の株式会社の完全子会社

となる株式交換又は株式移転、及び(ﾆ)その他の日本法上の会社組織再編手続で、かかる手続により

本社債に基づく当社の義務が他の株式会社に引き受けられることとなるものを総称していう。 

⑥  「承継会社等」とは、次の(ｲ)乃至(ﾍ)に定める株式会社を総称していう。 

(ｲ)合併（合併により当社が消滅する場合に限る。） 合併後存続する株式会社又は合併により設立す

る株式会社 

(ﾛ)吸収分割 当社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株式会社 

(ﾊ)新設分割 新設分割により設立する株式会社 

(ﾆ)株式交換 株式交換により当社の発行済株式の全部を取得する株式会社 

(ﾎ)株式移転 株式移転により設立する株式会社 

(ﾍ)上記(ｲ)乃至(ﾎ)以外の日本法上の会社組織再編手続 本社債に基づく当社の義務を引き受ける又は

承継する株式会社 

⑦  当社は、本号①に定める公告を行った後は、当該公告に係る繰上償還を取消すことはできない。 

(5) 上場廃止等による繰上償還 

①  (ｲ)当社以外の者（以下「公開買付者」という｡）によって、金融商品取引法に基づく当社普通株式の

公開買付けがなされ、(ﾛ)当社が当該公開買付けに賛同する意見を表明し、(ﾊ)当該公開買付けによる

当社普通株式の取得の結果当社普通株式が上場されている全ての日本の金融商品取引所においてその

上場が廃止される可能性があることを当社又は公開買付者が公表又は認容し（但し、当社又は公開買

付者が、当該公開買付け後も当社が日本の金融商品取引所における上場会社であり続けるよう最善の

努力をする旨を公表した場合を除く。）、かつ(ﾆ)公開買付者が当該公開買付けにより当社普通株式

を取得した場合には、当社は、当該公開買付けによる当社普通株式の取得日（当該公開買付けに係る

決済の開始日を意味する。以下同じ。）から15日以内に償還日、償還金額その他の必要な事項を公告

した上で、当該公告において指定した償還日（かかる償還日は、当該公告の日から30日目以降60日目

までのいずれかの日で、かつ銀行営業日とする。）に、残存する本社債の全部（一部は不可）を、本

号②に従って決定される償還金額（以下「上場廃止等償還金額」という。）で繰上償還する。 

②  上場廃止等償還金額は、本項第(4)号記載の組織再編行為償還金額の算出方法と同様の方法により算

出される。但し、参照パリティは、(ｲ)当該公開買付けの対価が金銭のみである場合には、公開買付

期間の末日時点で有効な買付価格を、同日時点で有効な転換価額で除して得られた値（小数第5位ま

で算出し、小数第5位を四捨五入し、これを百分率で表示する。）とし、(ﾛ)上記(ｲ)以外の場合には、
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公開買付期間の末日に終了する5連続取引日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通

取引の終値の平均値（円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。）を、公開買付期

間の末日時点で有効な転換価額で除して得られた値（小数第5位まで算出し、小数第5位を四捨五入し、

これを百分率で表示する。）とする。当該5連続取引日において第13項第(10)号、第(11)号又は第

(15)号に定める転換価額の調整事由が生じた場合には、当該5連続取引日の当社普通株式の普通取引

の終値の平均値は、合理的に調整されるものとする。但し、償還日が平成31年4月26日（同日を含

む。）から平成31年5月2日（同日を含む。）までの期間の場合、償還金額は各社債の金額の100％と

する。 

③  本号①にかかわらず、当社又は公開買付者が、当該公開買付けによる当社普通株式の取得日の後に組

織再編行為を行う旨の意向又は本項第(6)号に定めるスクイーズアウト事由を行う意向を当該公開買

付けに係る公開買付期間の末日までに公表した場合には、本号①の規定は適用されない。但し、当該

取得日から60日以内に当該組織再編行為に係る組織再編行為の承認日又は本項第(6)号に定めるスク

イーズアウト事由発生日が到来しなかった場合、当社は、かかる60日間の末日から15日以内に必要事

項を公告した上で、当該公告において指定した償還日（かかる償還日は、当該公告の日から30日目以

降60日目までのいずれかの日で、かつ銀行営業日とする。）に、残存する本社債の全部（一部は不可）

を、上場廃止等償還金額で繰上償還する。 

④  当社が本号に定める償還義務と本項第(4)号又は本項第(6)号に定める償還義務の両方を負うこととな

る場合、本社債は本項第(4)号又は本項第(6)号に従って償還されるものとする。 

(6) スクイーズアウトによる繰上償還 

①  当社普通株式を全部取得条項付種類株式にする定款の変更の後、当社普通株式を対価と引換えに取得

する旨の株主総会の決議がなされた場合（以下「スクイーズアウト事由」という。）、当社は、当該

スクイーズアウト事由に係る決議日（以下「スクイーズアウト事由発生日」という。）から15日以内

に償還日、償還金額その他の必要な事項を公告した上で、当該公告において指定した償還日（かかる

償還日は、当該スクイーズアウト事由に係る当社普通株式の取得日より前で、当該公告の日から30日

目以降60日目までのいずれかの日で、かつ銀行営業日とする。）に、残存する本社債の全部（一部は

不可）を、本号②に従って決定される償還金額（以下「スクイーズアウト償還金額」という。）で繰

上償還する。 

②  スクイーズアウト償還金額は、本項第(4)号記載の組織再編行為償還金額の算出方法と同様の方法に

より算出される。但し、参照パリティは、(ｲ)当該取得の対価が金銭のみである場合には、1株につき

交付される当該金銭の額を、スクイーズアウト事由発生日時点で有効な転換価額で除して得られた値

（小数第5位まで算出し、小数第5位を四捨五入し、これを百分率で表示する。）とし、(ﾛ)上記(ｲ)以

外の場合には、当該スクイーズアウト事由発生日に終了する5連続取引日の株式会社東京証券取引所

における当社普通株式の普通取引の終値の平均値（円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨

五入する。）を、スクイーズアウト事由発生日時点で有効な転換価額で除して得られた値（小数第5

位まで算出し、小数第5位を四捨五入し、これを百分率で表示する。）とする。当該5連続取引日にお

いて第13項第(10)号、第(11)号又は第(15)号に定める転換価額の調整事由が生じた場合には、当該5

連続取引日の当社普通株式の普通取引の終値の平均値は、合理的に調整されるものとする。但し、償

還日が平成31年4月26日（同日を含む。）から平成31年5月2日（同日を含む。）までの期間の場合、償

還金額は各社債の金額の100％とする。 

(7) 本項第(3)号乃至第(6)号の規定により本社債を繰上償還する場合には、償還される本社債に付された本

新株予約権は、本社債の償還により第13項第(4)号に従って行使できなくなることによりその全部が消

滅する。 

(8) 当社が本項第(3)号乃至第(6)号の規定のいずれかに基づく繰上償還の公告又は第13項第(6)号に基づく

取得通知（同号に定義する。）を行った場合、以後他の事由に基づく繰上償還の公告又は取得通知を行

うことはできない(但し、当社普通株式が取得期日（同号に定義する。）において株式会社東京証券取引

所に上場されていない場合はこの限りでない。)。また、当社が本項第(4)号若しくは本項第(6)号に基

づき繰上償還の公告を行う義務が発生した場合又は本項第(5)号①(ｲ)乃至(ﾆ)に規定される事由が発生

した場合には、以後本項第(3)号に基づく繰上償還の公告又は第13項第(6)号に基づく取得通知を行うこ
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とはできない。 

(9) 当社は、法令又は振替機関の振替業に係る業務規程その他の規則に別途定められている場合を除き、払

込期日（第22項に定める。）の翌日以降いつでも本新株予約権付社債を買入れることができる。買入れ

た後に本社債を消却する場合、本新株予約権については第13項第(5)号に従って行使できなくなること

により消滅する。 

13．新株予約権の内容 

(1) 社債に付された新株予約権の数 

各本社債に付された本新株予約権の数は1個とし、合計150個の本新株予約権を発行する。 

(2) 新株予約権と引換えにする金銭の払込みの要否 

本新株予約権を引き受ける者は、本新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないものとする。 

(3) 新株予約権の目的である株式の種類及び数の算定方法 

本新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とする。 

本新株予約権の目的である株式の数は、同一の本新株予約権付社債の新株予約権者（以下「本新株予約

権者」という。）により同時に行使された本新株予約権に係る本社債の金額の総額を当該行使請求の効

力発生日において適用のある転換価額で除して得られる数とする。この場合に1株未満の端数を生ずる場

合は、これを切り捨て、現金による調整は行わない。 

(4) 新株予約権を行使することができる期間 

本新株予約権者は、平成26年5月9日から平成31年4月25日までの間（以下「行使請求期間」という。）、

いつでも、本新株予約権を行使し、当社に対して当社普通株式の交付を請求すること（以下｢行使請求｣

という。）ができる。但し、以下の期間については、行使請求をすることができないものとする。 

①  当社普通株式に係る株主確定日及びその前営業日（株式会社証券保管振替機構の休業日でない日をい

う。）。 

②  振替機関が必要であると認めた日。 

③  組織再編行為において承継会社等の新株予約権を交付する場合で、本新株予約権の行使請求の停止が

必要となるときは、当社が行使請求を停止する期間（当該期間は1か月を超えないものとする。）及

びその他必要な事項を当該期間の開始日の30日前までに公告した場合における当該期間。 

④  第12項第(3)号乃至第(6)号に定めるところにより、平成31年4月25日以前に本社債が償還される場合

には、当該償還に係る元金が支払われる日の前営業日以降。 

⑤  本項第(6)号に定めるところにより、当社が本新株予約権付社債を取得する場合には、取得通知の翌

日から取得期日までの期間。 

⑥  第18項に定めるところにより、当社が本社債につき期限の利益を喪失した場合には、期限の利益の喪

失日（当日を含める。）以降。 

(5) 新株予約権の行使の条件 

①  各本新株予約権の一部について本新株予約権を行使することはできないものとする。なお、当社が本

新株予約権付社債を買入れ、又は取得し、本社債を消却した場合には、当該本社債に係る本新株予約

権を行使することはできない。 

②  平成31年2月2日（但し、当日を除く。）までは、本新株予約権者は、ある四半期の最後の取引日に終

了する30連続取引日のうちいずれかの20取引日において、当社普通株式の普通取引の終値が、当該最

後の取引日において適用のある転換価額の120％を超えた場合に限って、翌四半期の初日から末日

（但し、平成31年1月1日に開始する四半期に関しては、平成31年2月1日)までの期間において、本新

株予約権を行使することができる。但し、本②記載の本新株予約権の行使の条件は、以下(ｲ)、(ﾛ)及

び(ﾊ)の期間は適用されない。 

(ｲ)(ⅰ)株式会社格付投資情報センター若しくはその承継格付機関（以下「R&I」という。）による当

社の発行体格付若しくは（将来取得する場合には）本新株予約権付社債の格付がBBB-（格付区分

の変更が生じた場合には、これに相当するもの）以下である期間、(ⅱ) R&Iにより当社の発行体

格付若しくは（将来取得する場合には）本新株予約権付社債の格付がなされなくなった期間、又

は(ⅲ) R&Iによる当社の発行体格付若しくは（将来取得する場合には）本新株予約権付社債の格

付が停止若しくは撤回されている期間 
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(ﾛ)当社が、本新株予約権者に対して、第12項第(3)号乃至第(6)号記載の繰上償還の公告を行った日以

後の期間 

(ﾊ)当社が組織再編行為を行うにあたり、本項第(4)号③記載のとおり本新株予約権の行使を禁止しな

い限り、当該組織再編行為に関する最初の公表を当社が行った日（同日を含む。）から当該組織

再編行為の効力発生日（同日を含む。）までの期間 

(6) 本新株予約権付社債の取得 

当社は、平成31年1月4日以降、本社債権者に対して、取得期日（以下に定義する。）現在残存する本新

株予約権付社債の全部（一部は不可）を取得する旨を通知又は公告（以下「取得通知」という。）する

ことができる。当社は、取得期日に当該本新株予約権付社債の全部を取得し、これと引換えに本社債権

者に対して交付財産（以下に定義する。）を交付する。 

当社による本号に基づく本新株予約権付社債の取得は、当社普通株式が取得期日において株式会社東京

証券取引所に上場されていることを条件とする。当社は、本号により本新株予約権付社債を取得した際

に、当該本新株予約権付社債に係る本社債を消却する。  

「取得期日」とは、取得通知に定められた取得の期日をいい、取得通知の日から60日以上75日以内の日

とする。  

「交付財産」とは、各本新株予約権付社債につき、(ⅰ)本社債の額面金額相当額の金銭、及び(ⅱ)転換

価値（以下に定義する。）から本社債の額面金額相当額を差し引いた額（正の数値である場合に限る。）

を1株当たり平均VWAP（以下に定義する。）で除して得られる数の当社普通株式（但し、1株未満の端数

は切り捨て、現金による調整は行わない。）をいう。 

「1株当たり平均VWAP」とは、当社が取得通知をした日の翌日から5取引日目の日に始まる20連続取引日

（以下「関係VWAP期間」という。）に含まれる各取引日において株式会社東京証券取引所が発表する当

社普通株式の売買高加重平均価格の平均値をいう。当該関係VWAP期間中に第13項第(10)号、第(11)号又

は第(15)号に定める転換価額の調整事由が発生した場合には、1株当たり平均VWAPも適宜調整される。  

「転換価値」とは、次の算式により算出される数値をいう。 

各本社債の額面金額 
 × 1株当たり平均 VWAP 

最終日転換価額 

上記算式において「最終日転換価額」とは、関係VWAP期間の最終日において適用のある転換価額をいう。 

(7) 新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額又はその算定方法 

①  各本新株予約権の行使に際しては、当該各本新株予約権に係る各本社債を出資するものとする。 

②  各本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、各本社債の金額と同額とする。 

③  各本新株予約権の行使により交付する当社普通株式の数を算定するにあたり用いられる価額（以下

「転換価額」という。但し、本項第(22)号において、「転換価額」は、承継新株予約権の行使により

交付する承継会社等の普通株式の数を算出するにあたり用いられる価額をさす。）は、当初、当社の

経理部担当役員である常務取締役が、当社取締役会の授権に基づき、平成26年4月16日（本新株予約

権付社債の発行決議日同日）の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の

110％以上で、市場動向等を勘案して決定する。但し、転換価額は本項第(9)号乃至第(15)号に定める

ところにより調整されることがある。 

(8) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項 

①  本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条

に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたとき

は、その端数を切り上げるものとする。 

②  本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、本号①記載の資

本金等増加限度額から本号①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 

(9) 当社は、本新株予約権付社債の発行後、本項第(10)号に掲げる各事由により当社の普通株式数に変更を

生じる場合又は変更を生ずる可能性がある場合は、次に定める算式（以下「新株発行等による転換価額

調整式」という。）をもって転換価額を調整する。 
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調 整 後 

転 換 価 額 
＝ 

調 整 前 

転 換 価 額 
× 

既 発 行 

株 式 数 

 

＋ 

交付株式数 × 
1株あたりの 

払 込 金 額 

時  価 

既発行株式数＋交付株式数 

(10) 新株発行等による転換価額調整式により転換価額の調整を行う場合及びその調整後の転換価額の適用

時期については、次に定めるところによる。 

① 本項第(14)号②に定める時価を下回る払込金額をもってその発行する当社普通株式又はその処分す

る当社の有する当社普通株式を引き受ける者の募集をする場合。 

 調整後の転換価額は、払込期日又は払込期間の末日の翌日以降、また、当該募集において株主に株

式の割当てを受ける権利を与える場合は、当該権利を与える株主を定めるための基準日の翌日以降

これを適用する。 

② 当社普通株式の株式分割又は当社普通株式の無償割当てをする場合。 

 調整後の転換価額は、当該株式分割又は無償割当てにより株式を取得する株主を定めるための基準

日（基準日を定めない場合は、効力発生日）の翌日以降これを適用する。 

③ 本項第(14)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付と引換えに取得される証券

（権利）若しくは取得させることができる証券（権利）又は当社普通株式の交付を受けることがで

きる新株予約権の交付と引換えに取得される証券（権利）若しくは取得させることができる証券

（権利）、又は行使することにより当社普通株式の交付を受けることができる新株予約権（新株予

約権付社債に付されたものを含む。）を発行する場合（但し、当社又はその関係会社（財務諸表等

の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第8項に定める関係会社をいう。）の取締役その他の

役員又は使用人に新株予約権を割り当てる場合を除く。）。なお、新株予約権無償割当ての場合

（新株予約権付社債を無償で割り当てる場合を含む。以下同じ。）は、新株予約権を無償として当

該新株予約権を発行したものとして本③を適用する。 

 調整後の転換価額は、発行される証券（権利）又は新株予約権（新株予約権の交付と引換えに取得

される証券（権利）若しくは取得させることができる証券（権利）に関して交付の対象となる新株

予約権を含む。）の全てが当初の取得価額で取得され又は当初の転換価額で行使されたものとみな

して新株発行等による転換価額調整式を準用して算出するものとし、当該証券（権利）又は新株予

約権の払込期日又は払込期間の末日の翌日以降、また、当該募集において株主に割当てを受ける権

利を与える場合は、当該権利を与える株主を定めるための基準日（基準日を定めない場合は、その

効力発生日）の翌日以降これを適用する。 

 但し、本③に定める証券（権利）又は新株予約権の発行（新株予約権無償割当ての場合を含む。）

が当社に対する企業買収の防衛を目的とする発行である旨を、当社が公表したときは、調整後の転

換価額は、当該証券（権利）又は新株予約権（新株予約権の交付と引換えに取得される証券（権利）

若しくは取得させることができる証券（権利）については、交付の対象となる新株予約権を含む。）

について、当該証券（権利）又は新株予約権の要項上、当社普通株式の交付と引換えにする取得の

請求若しくは取得条項に基づく取得若しくは当該証券（権利）若しくは新株予約権の行使が可能と

なった日（以下「転換・行使開始日」という。）の翌日以降、転換・行使開始日において取得の請

求、取得条項による取得又は当該証券（権利）若しくは新株予約権の行使により当社普通株式が交

付されたものとみなして新株発行等による転換価額調整式を準用して算出してこれを適用する。 

④ 本号①乃至③の場合において、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日が設定され、かつ、

効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認又は決定を条件としてい

るときには、本号①乃至③にかかわらず、調整後の転換価額は、当該承認又は決定があった日の翌日

以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認又は決定があった日までに

本新株予約権の行使請求をした本新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交

付する。但し、株式の交付については本項第(20)号の規定を準用する。 
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株式数 

 

＝ 

 
調 整 前 

転換価額 
－ 

調 整 後 

転換価額 
 × 

調整前転換価額により当該 

期間内に交付された株式数 

調 整 後 転 換 価 額 

この場合に1株未満の端数を生じる場合は、これを切り捨て、現金による調整は行わない。 

(11) 当社は、本新株予約権付社債の発行後、本項第(12)号に定める特別配当を実施する場合には、次に定

める算式（以下「特別配当による転換価額調整式」といい、新株発行等による転換価額調整式と併せ

て「転換価額調整式」と総称する。）をもって転換価額を調整する。 

調 整 後 

転換価額 
＝ 

調 整 前 

転換価額 
× 

時価－1株あたり特別配当 

時価 

「1株あたり特別配当」とは、特別配当を、剰余金の配当に係る当該事業年度の最終の基準日における

各社債の金額（金1億円）あたりの本新株予約権の目的となる株式の数で除した金額をいう。1株あたり

特別配当の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。 

(12)① 「特別配当」とは、下記のいずれかの事業年度内に到来する各基準日に係る当社普通株式1株あたり

の剰余金の配当（会社法第455条第2項及び第456条の規定により支払う金銭を含む。金銭以外の財産

を配当財産とする剰余金の配当の場合には、かかる配当財産の簿価を配当の額とする。）の額に当該

基準日時点における各社債の金額（金1億円）あたりの本新株予約権の目的となる株式の数を乗じて

得た金額の当該事業年度における累計額が、基準配当金（基準配当金は、各社債の金額（金1億円）

を平成26年4月16日又はその翌日に決定する転換価額で除して得られる数値（円位未満小数第2位ま

で算出し、小数第2位を四捨五入する。）に10を乗じた金額とする。）に当該事業年度に係る下記に定

める比率（当社が当社の事業年度を変更した場合には、下記に定める事業年度及び比率は合理的に

修正されるものとする。）を乗じた金額を超える場合における当該超過額をいう。 

平成26年12月31日に終了する事業年度 1.00 

平成27年12月31日に終了する事業年度 1.10 

平成28年12月31日に終了する事業年度 1.21 

平成29年12月31日に終了する事業年度 1.33 

平成30年12月31日に終了する事業年度 1.46 

② 特別配当による転換価額の調整は、各事業年度の配当に係る最終の基準日に係る会社法第454条又は

第459条に定める剰余金の配当決議が行われた日の属する月の翌月10日以降これを適用する。 

(13) 転換価額調整式により算出された調整後の転換価額と調整前の転換価額との差額が1円未満にとどまる

限りは、転換価額の調整は行わない。但し、次に転換価額の調整を必要とする事由が発生し転換価額

を算出する場合は、転換価額調整式中の調整前転換価額に代えて、調整前転換価額からこの差額を差

引いた額を使用するものとする。 

(14)① 転換価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。 

② 転換価額調整式で使用する「時価」は、新株発行等による転換価額調整式の場合は調整後の転換価額

を適用する日（但し、本項第(10)号④の場合は基準日）又は特別配当による転換価額調整式の場合は

当該事業年度の配当に係る最終の基準日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証券取

引所における当社普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含まない。）の平均値（終値のない

日数を除く。）とする。 

この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。 

③ 新株発行等による転換価額調整式で使用する「既発行株式数」は、当該募集において株主に株式の割

当てを受ける権利を与える場合は、当該権利を与える株主を定めるための基準日、また、それ以外の

場合は、調整後の転換価額を適用する日の30日前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日

における当社の有する当社普通株式の数を控除し、当該転換価額の調整前に本項(10)号又は第(15)号

に基づき交付株式数とみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の株式数を

加えた数とする。また、当社普通株式の株式分割が行われる場合には、新株発行等による転換価額調

整式で使用する交付株式数は、基準日における当社の有する当社普通株式に割り当てられる当社普通

株式数を含まないものとする。 
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(15) 当社は、本項第(10)号及び第(11)号に掲げた事由によるほか、次の各号に該当する場合は、当社は、

転換価額の調整を適切に行うものとする。 

① 株式の併合、合併、会社分割、株式交換又はその他組織再編行為のために転換価額の調整を必要と

するとき。 

② 本号①のほか、当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により転換価

額の調整を必要とするとき。 

③当社普通株式の株主に対する他の種類株式の無償割当てのために転換価額の調整を必要とするとき。 

④ 転換価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の転換価額の算出

にあたり使用すべき時価が、他方の事由によって調整されているとみなされるとき。 

(16) 本項第(9)号乃至第(15)号に定めるところにより転換価額の調整を行うときは、当社は、調整後の転換

価額の適用開始日の前日までに、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整

前の転換価額、調整後の転換価額及びその適用の日その他必要な事項を通知又は公告する。但し、適

用開始日の前日までに前記の通知又は公告を行うことができないときは、適用開始日以降すみやかに

これを行う。 

(17) 本新株予約権の行使請求受付事務は、第24項に定める行使請求受付場所（以下「行使請求受付場所」

という。）においてこれを取り扱う。 

(18)① 本新株予約権の行使請求は、本新株予約権者が本新株予約権付社債の振替を行うための口座の開設

を受けた振替機関又は口座管理機関に対し行使請求に要する手続を行い、行使請求期間中に当該振

替機関又は口座管理機関により行使請求受付場所に行使請求の通知が行われることにより行われる。 

② 振替機関又は口座管理機関に対し行使請求に要する手続を行った者は、その後これを撤回することが

できない。 

(19) 本新株予約権の行使請求の効力は、行使請求に要する事項の通知が行使請求受付場所に到達した日に

発生する。本新株予約権の行使の効力が発生したときは、当該本新株予約権に係る本社債についての

弁済期が到来するものとする。 

(20) 当社は、本新株予約権の行使請求の効力発生後当該行使請求に係る本新株予約権者に対し、当該本新

株予約権者が指定する振替機関又は口座管理機関における振替口座簿の保有欄に振替株式の増加の記

録を行うことにより株式を交付する。 

(21) 当社が当社普通株式について、一定の数の株式をもって株主が株主総会又は種類株主総会において一

個の議決権を行使することができる一単元の株式とする旨の定めを廃止し又は変更する場合等、本要

項の規定中読み替えその他の措置が必要となる場合には、当社は必要な措置を講じる。 

(22) 当社が、組織再編行為を行う場合は、第12項第(4)号に基づき本社債の繰上償還を行う場合を除き、組

織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の新株予約権者に対して、当該新株予

約権者の有する本新株予約権に代えて、それぞれの場合につき、承継会社等の新株予約権で、本号①

乃至⑨の内容のもの（以下「承継新株予約権」という。）を交付する。この場合、組織再編行為の効力

発生日において、本新株予約権は消滅し、本社債に係る債務は承継会社等に承継され、当該新株予約

権者は、承継新株予約権の新株予約権者となるものとし、本要項の本新株予約権に関する規定は承継

新株予約権について準用する。 

① 交付する承継会社等の承継新株予約権の数 

組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の数と同一の数とする。 

② 承継新株予約権の目的たる承継会社等の株式の種類 

承継会社等の普通株式とする。 

③ 承継新株予約権の目的たる承継会社等の株式の数の算定方法 

行使請求に係る承継新株予約権が付された承継社債の金額の総額を下記④に定める転換価額で除して

得られる数とする。この場合に1株未満の端数を生ずる場合は、これを切り捨て、現金による調整は

行わない。 

④ 承継新株予約権付社債の転換価額 

組織再編行為の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に本新株予約権者が得られるのと同

等の経済的価値を、組織再編行為の効力発生日の直後に承継新株予約権の新株予約権者がこれを行
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使したときに受領できるように、承継新株予約権付社債（承継新株予約権を承継会社等に承継され

た本社債に付したものをいう。以下同じ。）の転換価額を定める。なお、組織再編行為の効力発生

日以後における承継新株予約権付社債の転換価額は、本項第(9)号乃至第(15)号に準じた調整を行う。 

⑤ 承継新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額又はその算定方法 

交付される各承継新株予約権の行使に際しては、当該各承継新株予約権に係る各社債を出資するもの

とし、各承継新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各社債の金額と同額とする。 

⑥ 承継新株予約権を行使することができる期間 

組織再編行為の効力発生日（当社が本項第(4)号③に定める期間を指定したときは、当該組織再編行

為の効力発生日又は当該期間の末日の翌銀行営業日のうちいずれか遅い日）から、本項第(4)号に定

める本新株予約権の行使請求期間の満了日までとする。 

⑦ 承継新株予約権の行使の条件 

各承継新株予約権の一部について承継新株予約権を行使することはできないものとする。また、承継

新株予約権の行使は、本項第(5)号②と同様の制限を受ける。なお、承継会社等が承継新株予約権付

社債を買入れ当該承継新株予約権付社債に係る社債を消却した場合には、当該社債に係る承継新株

予約権を行使することはできない。 

⑧ 承継新株予約権の取得条項 

承継会社等は、承継新株予約権を本項第(6)号と同様に取得することができる。 

⑨ 承継新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する

事項 

承継新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17

条に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたと

きは、その端数を切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増

加する資本金の額を減じた額とする。 

14．本新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないこととする理由 

本新株予約権は、転換社債型新株予約権付社債に付されたものであり、本社債からの分離譲渡はできず、か

つ本新株予約権の行使に際して当該本新株予約権に係る本社債が出資され、本社債と本新株予約権が相互に

密接に関係することを考慮し、また、本新株予約権の価値と本社債の利率（年0.0％）、発行価額等のその他

の発行条件により当社が得られる経済的価値とを勘案して、本新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しな

いものとした。 

15．担保提供制限 

(1) 当社は、本社債の未償還残高が存する限り、本新株予約権付社債発行後、当社が国内で今後発行する他

の転換社債型新株予約権付社債に担保権を設定する場合は、本新株予約権付社債のためにも担保付社債

信託法に基づき、同順位の担保権を設定する。なお、転換社債型新株予約権付社債とは、会社法第2条

第22号に定義される新株予約権付社債であって、会社法第236条第1項第3号の規定により、新株予約権

の内容として当該新株予約権付社債を新株予約権の行使に際してする出資の目的とする旨定めたものを

いう。 

(2) 前号に基づき設定した担保権が未償還の本社債を担保するに十分でないときは、当社は本新株予約権付

社債のために担保付社債信託法に基づき担保権を設定する。 

(3) 当社が吸収合併、株式交換又は吸収分割により、担保権の設定されている吸収合併消滅会社、株式交換

完全子会社又は吸収分割会社の転換社債型新株予約権付社債を承継する場合には、本項第(1)号及び第

(2)号は適用されない。 

16．担保付社債への切換 

(1) 当社は、いつでも本新株予約権付社債のために担保権を担保付社債信託法に基づき設定することができ

る。 

(2) 当社が第15項又は前号により本新株予約権付社債のために担保権を設定する場合は、当社は、ただちに

登記その他必要な手続を完了し、かつ、その旨を担保付社債信託法第41条第4項の規定に準じて公告す

る。 
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17．担保提供制限に係る特約の解除 

当社が、第15項又は第16項により本新株予約権付社債のために担保権を設定した場合は、以後、第15項は適

用されない。 

18．期限の利益喪失に関する特約 

当社は、次の各場合には本社債について期限の利益を喪失する。但し、第15項又は第16項により当社が本社

債のために担保付社債信託法に基づき担保権を設定した場合には、本項第(2)号に該当しても期限の利益を

喪失しない。 

(1) 当社が、第12項の規定に違背したとき。 

(2) 当社が、第15項の規定に違背したとき。 

(3) 当社が、第13項第(9)号乃至第(16)号、第16項第(2)号又は第19項に定める規定に違背し、本社債権者か

ら是正を求める通知を受けた後30日以内にその履行又は補正をしないとき。 

(4) 当社が、本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、又は期限が到来してもその弁済をすることが

できないとき。 

(5) 当社が、社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、又は当社以外の社債若しくはその

他の借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行

をすることができないとき。但し、当該債務の合計額（邦貨換算後）が5億円を超えない場合は、この

限りではない。 

(6) 当社が、破産手続開始、民事再生手続開始若しくは会社更生手続開始の申立てをし、又は解散（合併の

場合を除く。）の決議を行ったとき。 

(7) 当社が、破産手続開始、民事再生手続開始若しくは会社更生手続開始の決定、又は特別清算開始の命令

を受け、又は解散（合併の場合を除く。）したとき。 

(8) 当社が、その事業経営に不可欠な資産に対し強制執行、仮差押若しくは仮処分の執行若しくは競売（公

売を含む。）の申立てを受け、又は滞納処分としての差押を受ける等当社の信用を著しく害損する事実

が生じたとき。 

19．社債権者に通知する場合の公告 

本新株予約権付社債に関して社債権者に対し公告する場合には、当社の定款所定の方法によりこれを行う。

但し、法令に別段の定めがあるものを除き、公告の掲載に代えて本社債権者に対し直接に通知する方法によ

ることができる。 

20．社債権者集会 

(1) 本新株予約権付社債の社債権者集会は、本新株予約権付社債の種類（会社法第681条第1号に定める種類

をいう。）の社債（以下「本種類の新株予約権付社債」という。）の社債権者により組織され、当社がこ

れを招集するものとし、社債権者集会の日の2週間前までに社債権者集会を招集する旨及び会社法第719

条各号に掲げる事項を通知する。 

(2) 本種類の新株予約権付社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。 

(3) 本種類の新株予約権付社債の総額（償還済みの額を除き、当社が有する当該社債の金額の合計額は算入

しない。）の10分の1以上にあたる本種類の新株予約権付社債を有する社債権者は、社債権者集会の目的

である事項及び招集の理由を記載した書面を当社に提出して、社債権者集会の招集を請求することがで

きる。 

21．申込期間 

平成26年5月2日 

22．新株予約権の割当日及び社債の払込期日（発行日） 

平成26年5月2日 

23．振替機関 

株式会社証券保管振替機構 

24．行使請求受付場所 

株主名簿管理人 三菱UFJ信託銀行株式会社 

25．財務代理人 

本社債の財務代理人は三菱UFJ信託銀行株式会社とする。 
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財務代理人は、発行代理人及び支払代理人を兼ねるものとする。 

財務代理人は、本社債の社債権者に対していかなる義務も責任も負わず、また本社債の社債権者との間にい

かなる代理関係又は信託関係も有しない。 

26．償還金の支払 

本社債に係る償還金は、社債等振替法及び振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われる。 

27．募集方法 

その他の者に対する割当の方法による。 

28．申込取扱場所 

ライオン株式会社 総務部 

29．上場申請の有無 

なし 

30．上記に定めるものの他、第12項第(4)号②の組織再編行為償還金額の決定その他本新株予約権付社債の発行

に必要な一切の事項の決定については、代表取締役社長及び経理部担当役員である常務取締役のそれぞれ

に一任する。 

31．上記各項については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件とする。 

以上 

 

 


